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北九地区青年会 「 　　　 ｙ    

×7:00　  　聖土曜日・復活の聖なる徹夜祭　 〇19:00

《復活の主日》（日中のミサ）×7:30／10:00　　　　13:00ﾍﾞﾄﾅﾑ語ミサ

〇7:00

×7:00

《復活節第4主日》 〇7:30／10:00　 　世界召命祈願の日
　　　子どもとともにささげるミサ　　　　15:00福岡地区青年ﾘｰﾀﾞｰの集い【1階】

〇7:00

〇7:00

〇7:00

〇7:00

×7:00

〇7:00　  　　 　14:00北九州召命を共に祈る会　 　《復活節第2主日 前晩》〇19:00

〇7:00《祝:聖ﾏﾙｺ福音記者》　  　 　　　　　　　 　《復活節第4主日 前晩》〇19:00

《復活節第2主日》(神のいつくしみの主日) 〇7:30／10:00 カテドラル(司教座聖堂)特別献金日
女性の会役員例会【2階】　  教会がっこう　　15:00英語ミサ

〇7:00

〇7:00　  　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　《復活節第3主日 前晩》〇19:00

《復活節第3主日》 〇7:30／10:00　  教会がっこう

〇7:00

〇7:00《記:聖ｱﾀﾅｼｵ司教教会博士》　  　  　　 　 　《復活節第5主日 前晩》〇19:00

《復活節第5主日》 〇7:30／10:00　 《憲法記念日》　　教会がっこう
　　　　　　　　　　　　13:00ﾍﾞﾄﾅﾑ語ﾐｻ

〇7:00

〇7:00

〇7:00《記:聖ｶﾀﾘﾅ(ｼｴﾅの)おとめ教会博士　　　　《昭和の日》

〇7:00

〇7:00

〇7:00　　　　　　　　　　　　　　　　　　19:00外国人ネットワーク北九州【1階】

〇7:00

〇7:00　　　　　　10:30読書会（ぶどうの樹）【1階】

×7:00

〇7:00

〇7:00     　　　　　　福岡教区司教座教会献堂記念日

小倉カトリック教会 主任司祭：ペトロ 青木 悟 TEL.093-921-0093／FAX.093-921-0139

教区年間目標 「未来に開かれた教会」となる

～
13:00～ 講演

小倉カトリック教会
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掃除当番   　　※ご協力お願いします。　（１０時ミサ後）

　　　

　

☆福岡教区創立100周年に向けて

毎月、第1日曜日に「教区創立100周年の祈り」と共同祈願の意向を唱えます。

教区司牧方針☞「未来に開かれた教会」となる

巡礼教会の指定：小倉教会は教区創立１００周年の巡礼指定教会となります。

２０２５年1月1日～２０２７年６月３０日まで 巡礼スタンプ冊子が届いています。

☆司祭の異動［４月１２日付］

◍青木 悟師→久留米教会へ

◍小倉教会主任司祭：櫻井尚明師 ←手取教会より

※お願い

４月６日（月）／ ７日（火）どちらも１４時から

後任の櫻井神父様の荷物が届きます。都合の付く方はお手伝いよろしくお願いします。

☆４月５日 復活の主日 ： １０時～ (洗礼の秘跡) ※（７時３０分のミサはありません）

※１０時ミサ後、茶話会があります。どうぞご参加ください。

☆４月１９日（日）１４時～ 【戸畑教会にて】聖書講座があります。

※どうぞご参加ください。 （北九州地区宣教養成委員会主催）

☆北九州納骨堂より重要なお知らせ

・第３日曜日の納骨を希望される方は、１週間前までに

納骨堂委員に連絡ください。

小倉教会は白濱和美まで。（携帯０９０‐８９１５‐４７４０）

聖書のことば

4月 5日：山手・北方・曽根・湯川葛原・横代・沼吉田・貫長野・朽網

城野・黒原・三郎丸・富野

12日：槻田・熊谷・今町・南丘・高田・篠崎・足立・熊本・大門・白銀

19日：中島・日明・平和・中井・到津・木町清水・若園・長行・徳力

「イエスは死者の中から復活されることになっている」 （ヨハネ ２０・９）

教区司牧方針
☆カトリック福岡司教区 「宣教司牧方針」（パンフレットをご覧ください。）

「キリストの愛に駆り立てられて、人々と共に歩む教会」

３．「未来に開かれた教会」となる

教会における青少年の役割りを増やし、国際的な共同体の育成に努める

そのために特に次の課題に積極的に取り組む

（1）青年たちの活動を支援し、さらに、教区や地区として新しい企画を試みる

（2）青少年の信仰教育のプログラムを充実させ、司祭職や修道生活への召し出しの識別を助ける

（3）外国から来られた信徒との交わりを深め、教区、地区、小教区の委員会や活動への参加を推進する


